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開発事業者のみなさまへ

供給地点が行政庁から認可、認定等を受けている市街地開発事業等に係る区域において、無電柱化(地中供給側接
続設備で電気の供給)を希望される場合は、当社が地上機器や電線などの費用を負担する仕組みを2022年1月1日よ
り開始しております。

お手続きの流れ

電気工事店等のみなさまへ

お客さまに電気をお届けするために必要な引込線については、原則として、架空引込線方式としておりますが、お客さま
のご希望により地中引込線を施設する場合には、別途個別に協議させていただきます。

市街地開発事業等に
関連する法令

架空線供給（標準） 地中線供給（選択可）
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お問い合わせ窓口

当社お問い合わせ窓口については、開発・供給予定の住所に該当する担当区域の事業場になります。以下より最寄り
事業場をご確認ください。


